

自治会徴収変更協議・議事メモ
2020年6月22日
開催日時：2020年6月22日（月）　19時30分～20時40分
会　　場：バームハイツ西葛西　バームルーム
出 席 者：和賀理事長、1008小林様、502伊藤様、自治会115河本（書記）（以下、敬称略）

議事内容

1． 自治会費徴収の課題（小林）
・口座引き落としは、区分所有者からできても、賃貸の借主からはできない。
・居住していない区分所有者はどうするか。
・自治会員から口座振替依頼書を提出してもらうか。自治会費200円を引き落とし。
・誰から引き落としが必要かのリストが必要。
・新規入居者に入会届を渡すのはフロントで可能。
・入会・退会の3ヶ月前に依頼書がほしい。提出3カ月後に開始もしくは停止する。
[bookmark: _GoBack]・入会申込書に、区分所有者の場合は、口座振替依頼書を再提出不要とする文言を入れる

2． 自治会会則改定の検討ポイントと改定案（河本）
・自治会会員は居住者のみ。自治会は地縁を基本とする。
・自治会は任意入会。入会届を提出してもらう。全世帯。
・自治会費は世帯単位で徴収する。徴収方法は2通り。
(1) 管理組合による代行徴収。手数料を支払う。
(2) 現金での徴収。毎年4月に一年分。（賃貸の方は現金徴収になる）

3． 今後の予定
	日程
	実施内容7

	～　2020年11月
	・自治会会則案作成　⇒　河本、
・協定書案作成　⇒　小林
・代行徴収の調整。
・アンケート実施（特に賃貸の方に対して）

	～　2020年12月
	・自治会会則改定の臨時総会
・管理組合・自治会の協定書取り交し

	2021年1月　
	・自治会入会届提出（全世帯）

	2021年4月～
	・自治会会則改定後の効力開始



次回打ち合わせ予定　8月下旬～9月上旬の土曜日
⇒　理事会新体制後に、中平管理員にも参加していただく。（和賀）

以上
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